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別紙３ (い)

回転貫入ぐい工法の評価基準

§１．本評価基準の適用対象

ここに定める評価基準は下記の１から４に該当する工法を適用対象とする。

１．工法の種類

基礎ぐいに鉛直方向への加力及び軸方向への回転力を与えることにより、基礎ぐ

いを所定の支持層まで設置する工法（以下 「回転貫入ぐい工法という 。(い)、 」）

２．適用する基礎ぐいの構造方法

鋼管の先端部等に地盤の許容支持力の増大を目的として、あるいは施工時の地盤

への貫入性の向上を目的として、翼形状等の加工を施したくい。

３．適用する基礎ぐいのくい径

加工された部分を除く軸部のくい径（軸部が円形断面でない基礎ぐいにあっては、

当該断面の外接円の直径をいう。以下同様 ）が1200mm以下。(い)。

４．最大施工深さ

130Ｄ（Ｄ：軸部のくい径）以下。(い)

§２．評価項目と判定基準

Ⅰ．適用範囲の適正さについて評価を行う。

【判定基準】

１．基礎ぐいの先端地盤が次の何れかの地盤種別として規定されており、申請の先端

地盤種別について、載荷試験及び施工試験が§３の１及び§３の２に示す方法どお

り実施されていること。(い)

(1) 砂質地盤（礫質地盤を含むことができる）(い)

(2) 礫質地盤 (い)

(3) 粘土質地盤 (い)

(4) 腐植土地盤 (い)

２．基礎ぐいの周囲の地盤が次の地盤種別に分類されており、申請の周囲の地盤種別

について、載荷試験及び施工試験が§３の１及び§３の２に示す方法どおり実施さ

れていること。(い)

(1) 砂質地盤

(2) 粘土質地盤

３．申請工法に使用される基礎ぐいが適切なものであることについて、以下の方法に

より明らかにされていること。(い)

申請の各くい径について、長期および短期に作用する鉛直荷重に対して、くいの
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翼部に関する応力が許容応力度以内であることが確認されていること。(い)

４．最大施工深さが先端地盤種別ごとに規定されており、載荷試験及び施工試験が§

３の１及び§３の２に示す方法どおり実施されていること。(い)

Ⅱ．地盤の許容支持力の適正さについて評価を行う。

【判定基準】

１．地盤の許容支持力として、下記に示す式が規定されていること。

(1) 長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力（kN）

１
Ｒ ＝－｛αＮＡ ＋（βＮ Ｌ ＋γｑ Ｌ ）ψ｝ ・・・・(ⅰ)ａ ｐ ｓ ｓ ｕ ｃ

３

(2) 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力（kN）

２
Ｒ ＝－｛αＮＡ ＋（βＮ Ｌ ＋γｑ Ｌ ）ψ｝ ・・・・(ⅱ)ａ ｐ ｓ ｓ ｕ ｃ

３

ここで、(i)、(ii)式において、

α ：くい先端支持力係数

β ：砂質地盤におけるくい周面摩擦力係数

γ ：粘土質地盤におけるくい周面摩擦力係数

Ｎ ：基礎ぐいの先端付近（先端翼部位置より下方に１Ｄ （Ｄ ：翼部の直径 、ｗ ｗ ）

上方に１Ｄ の範囲）の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値ｗ

（回）(い)

Ａ ：基礎ぐいの先端の有効断面積（㎡）ｐ

Ｎ ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平ｓ

均値（回）(い)

Ｌ ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する有効長さの合計（ｍ）ｓ

ｑ ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値（kN/ｕ

㎡）

Ｌ ：基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する有効長さの合計（ｍ）ｃ

ψ ：基礎ぐいの周囲の有効長さ（ｍ）

注）Ｎ，Ｎ 及びｑ の上限値はそれぞれ60、30及び200（kN/㎡）以下とし、かｓ ｕ

つ、§３の１に示す載荷試験において実施された範囲以下とする (い)

２．先端支持力係数αは、§３の１に示す載荷試験の結果より得られた基礎ぐいの先

端支持力度（ｑ ）について､下式を満たすように設定されたものであること。(い)ｐ

ｑ ≧αＮ ・・・・(ⅲ)ｐ

ここで、先端支持力度（ｑ ）は、基礎ぐいの先端沈下量が0.1Ｄ （Ｄ ：先端翼ｐ ｗ ｗ

部径）に達したときの先端到達荷重を基礎ぐいの先端の有効断面積Ａ で除した値とｐ

する。なお、先端沈下量が0.1Ｄ に達しない場合は、最大荷重時の値とする。ｗ

なお、ここでのＮには原則として上限値を設けない。
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３．砂質地盤における周面摩擦力係数βは、§３の１に示す載荷試験の結果より得ら

れた基礎ぐいの周面摩擦力度（ｆ ）について、下式を満たすように設定されたものｓ

であること。(い)

ｆ ≧βＮ ・・・・(ⅳ)ｓ ｓ

ここで、周面摩擦力度（ｆ ）は、基礎ぐいの先端沈下量が0.1Ｄ に達したとき又ｓ ｗ

は最大荷重時の値とする。なお、ここでのＮ には原則として上限値を設けない。Ｓ

(い)

４．粘土質地盤における周面摩擦力係数γは、§３の１に示す載荷試験の結果より得

られた基礎ぐいの周面摩擦力度（ｆ ）について、下式を満たすように設定されたもｃ

のであること。(い)

ｆ ≧γｑ ・・・・(ⅴ)ｃ ｕ

ここで、周面摩擦力度（ｆ ）は、基礎ぐいの先端沈下量が0.1Ｄ に達したとき又ｃ ｗ

は最大荷重時の値とする。なお、ここでのｑ には原則として上限値を設けない。ｕ

(い)

Ⅲ．施工の方法が適切に定められているかについて評価を行う。

【判定基準】

１．施工の方法が確立されており、施工指針として次に示す項目に相当する規定が設

けられていること。なお、該当しない項目についてはこの限りでない。

施工指針の記載項目

１．適用範囲 ５．施工

２．事前調査 5.1 準備工事

2.1 現地調査 5.2 くいの建て込み

2.2 地盤調査 5.3 くいの回転貫入

３．施工計画 5.4 支持層の確認と打ち止め管理

3.1 施工管理組織 5.5 継手の施工

3.2 使用機械及び設備計画 5 6 施工管理項目

3.3 試験ぐい(ろ) 5.7 施工記録

４．使用材料 ６．安全対策・公害対策

4.1 くい材

4.2 翼材

２．工事施工者及び管理者が規定されており、§３の２に示す施工試験が、当該工事

施工者及び管理者により実施されていること。(い)

３．§３の２に示す施工試験において、各機械・設備・回転貫入方法、管理装置及び

支持層到達深度、基礎ぐいの設置状況、継手の施工状況、施工時間等が施工指針に
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定められたとおりであること。(い)

§３．載荷試験及び施工試験等の実施方法

１．載荷試験

(1) 載荷試験方法

地盤工学会基準「杭の鉛直載荷試験方法」に基づき実施する。なお、原則とし

て全ての載荷試験でひずみ測定を行うものとする。(い)(ろ)

(2) 載荷試験の数

1)先端支持力度（ｑ ）について、先端地盤種別ごとに、適切な件数の載荷試験ｐ

を行う。

2)周面摩擦力度（ｆ ，ｆ ）について、基礎ぐいの周囲の地盤種別ごとに、適ｓ ｃ

切なデータ数が得られる載荷試験を行う。データは基礎ぐいの周囲の地盤を

構成する地層の周面摩擦力度とＮ 又はｑ より成る。(い)ｓ ｕ

(3) 載荷試験ぐいの先端の深さ

載荷試験ぐいの先端の深さは、基礎ぐいの先端地盤種別ごとに申請の最大施工

深さに応じた適切な施工深さにより適切な件数を実施する。

(4) 載荷試験ぐいのくい径 (い)

載荷試験ぐいのくい径は、基礎ぐいの先端地盤種別ごとに申請の最小径から最

大径までの範囲に応じた適切なくい径により適切な件数を実施する。(い)

２．施工試験

施工試験は、先端地盤種別ごとに適切に行なう。(い)


